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第１編 総則 

第１章 計画の方針 

第１節 目的 

坂戸市地域防災計画（以下「本計画」という。）は、市民の生命、身体及び財産を災害

から保護するために、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」という。）

第 42 条の規定に基づき、坂戸市防災会議（以下「市防災会議」という。）が策定する計画

であり、防災関係機関が行うべき事務及び業務の大綱を定めて、防災活動を総合的かつ計

画的に実施することにより、万全を期することを目的とする。 

 

第２節 内容 

 

第１ 基本方針 

平成 23 年の東日本大震災以降も、国内では震度５以上規模の地震災害が複数回起こっ

ており、さらには南海トラフ地震への警戒も高まっている。風水害については、平成 30

年の西日本豪雨や、坂戸市においても大きな被害のあった令和元年東日本台風などが発生

した。気候変動の影響で数十年に一度といわれる規模の自然現象が頻発している。 

災害への直接的な備えに加え、帰宅困難者対策、物流ネットワークの確保、電力の確保

など、災害時の教訓を生かした具体的な体制整備・強化が求められている。 

本計画の今回の改定に当たっては、過去の災害を受けて見直された災対法や埼玉県地域

防災計画（以下「県防災計画」という。）の改定を踏まえ、災害の発生を防ぐことは不可

能であったとしても、人命が失われないことを基本に、経済的被害をできるだけ少なくし、

市民生活が早期に回復できるよう、総合的な対策を進めるものとする。そのために、次の

４点を基本方針とする。 
 

① 被害を最小限にとどめるために、日頃から減災を重視した取組を進める。 

② 防災・減災に関する総合的な行政運営の指針として本計画を活用する。 

③ 市民が自ら地域防災を進めるための指針・資料として本計画を活用する。 

④ 災害発生時には、市民、企業・事業所、行政及び防災関係機関が連携した取

組を進める。 
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第２ 計画の構成 

本計画は、坂戸市（以下「市」という。）に係る災害に対処する活動の指針として、「総

則」、「災害予防対策編」、「震災応急対策編」、「風水害応急対策編」、「その他の災害対策

編」、「複合災害対策編」、「広域応援編」、「災害復旧・復興対策編」、「資料編」及び「様式

編」で構成する。 

 

１ 総則 

総則は、防災対策の基本として、計画の考え方、対象とする災害、計画に関わる防災

組織について示す。 
 

２ 災害予防対策編 

災害予防対策編は、地震、風水害、集中豪雨及び局地的豪雨等の災害に共通する被

害軽減のための予防対策を示す。 
 

３ 震災応急対策編 

震災応急対策編は、県被害想定調査の結果を踏まえて、地震発生後の応急対策、南海

トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置及び最悪事態への対応を示す。 
 

４ 風水害応急対策編 

風水害応急対策編は、市における既往風水害の経験を踏まえた応急対策とするととも

に、高麗川、越辺川等の河川の氾濫による洪水の発生への対策及び土砂災害に対する対

策を示す。 
 

５ その他の災害対策編 

その他の災害対策編は、地震・風水害以外の竜巻・突風、火山噴火等の自然災害対策

及び人為災害である火災、放射性物質事故、危険物事故等の対策を示す。 
 

６ 複合災害対策編 

複合災害対策編は、地震と風水害等が複合して発生した場合の対策を示す。 
 

７ 広域応援編 

広域応援編は、首都圏広域災害時等に県内外他市町村の応援が必要となる場合、ある

いは県内外他市町村からの応援要請があった場合の、国と県と協働した上での全体の流

れを示す。 
 

８ 災害復旧・復興対策編 

災害復旧・復興対策編は、復旧、復興に係る対策及び市民生活の安定を図る対策を示

す。 
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第３ 計画の用語 

本計画において、略して表記した用語の意味は、次のとおりである。 

 

市 坂戸市 

本計画 坂戸市地域防災計画 

県 埼玉県 

県防災計画 埼玉県地域防災計画 

災対法 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号） 

救助法 災害救助法（昭和 22年法律第 118号） 

防災関係機関 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等 

協定締結団体等 災害時における応急・復旧業務に係る応援協定を締結した

団体・企業等 

県地震被害想定調査 平成 24・25年度埼玉県地震被害想定調査報告書 

 

※組織名（部・課名）は令和４年４月以降の組織名とする。 
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【図 坂戸市地域防災計画の構成】 
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第 1編 総則 

第 2編 災害予防対策編 

第３編 震災応急対策編 

 

第４編 風水害応急対策編 

 

第５編 その他の災害 

対策編 

第１章 計画の方針 
第２章 坂戸市の概要と災害想定 
第３章 防災組織 

第１章 災害被害の軽減 
第２章 災害に強い地域社会づくり 
第３章 災害に強いまちづくり 
第４章 市民の安全の確保 
第５章 応急対策の備え 

第１章 活動体制 
第２章 情報収集・伝達・広報 
第３章 市民の安全の確保 
第４章 被災生活の支援 
第５章 南海トラフ地震臨時情報発表に

伴う対応措置計画 
第６章 最悪事態への対応 

第１章 活動体制 
第２章 警戒段階の活動 
第３章 発災段階の活動 

第１章 複合災害対策の考え方 
第２章 予防対策 
第３章 応急対策 

第６編 複合災害対策編 

 

第８編 災害復旧･ 

復興対策編 

第１章 基本方針 
第２章 迅速な災害復旧 
第３章 計画的な災害復興 
第４章 民生安定のための緊急措置 

第１章 自然災害対策（竜巻・突風等、 
火山噴火降灰、雪害、農作物等） 

第２章 事故災害対策（火災、放射線関
係事故、危険物等、道路、鉄道
事故、航空機事故） 

資料編 様式編 

 

第７編 広域応援編 
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第３節 計画の運用 

 

第１ 計画の策定及び修正 

市は、市防災会議を設置し、本計画を策定する。市防災会議は、本計画に毎年検討を加

え必要な修正を行うとともに、必要があると認めるときは速やかに修正を行うものとする。 

市は、災害予防対策に係る計画内容について、各課において計画を推進するとともに、

実施計画については坂戸市総合振興計画・基本計画に合わせて見直しを行う。 

また、本計画の総合的な施策展開を図るために、防災安全課が進行管理に当たる。 

今回の改定は、近年の地震災害及び風水害以降、国において行われた防災基本計画の見

直しや災対法の改正及び令和２年度の県防災計画の改定を踏まえ、本計画の充実・強化を

図るために、計画の構成、内容について修正を行う。 

 

 

第２ 他の計画との関係 

本計画は、災対法に定められた市に関わる災害対策に関する基本的、総合的な計画であ

り、県防災計画との整合を図る。 

また、本計画は坂戸市総合振興計画の防災に係る分野別計画として位置付けるものであ

る。加えて、坂戸市国土強靱化地域計画による強靱化に関する指針とも整合させるもので

ある。 

 

 

 

【図 他の計画との関係】 
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